
 

1 

 

軽油引取税の当分の間税率廃止に伴う事務取扱いについて 

 

１ 概要 

軽油引取税の当分の間税率については、令和８年２月20日に閣議決定された地方

税法の一部を改正する法律案において、令和８年４月１日に廃止することとされて

いるところですが、石油製品販売業者が特約業者との委託販売契約（※）又は再委

託販売契約に基づき引取りを行った軽油については、２又は３に掲げる事務手続き

が必要となります。 

なお、この取扱いの対象となるのは、特約業者と石油製品販売業者との間で締結

された委託販売契約に基づく軽油の引取りに限ります。 

※ 委託販売契約とは、消費税導入時に、特別徴収義務者と販売店との間で結ばれ

た「軽油委託販売契約」を含むものです。 

 

２ 委託販売軽油の事務取扱い（【別紙１・２】参照） 

(1) 石油製品販売業者の事務（３月の仕入れに関する例） 

① ３月中に委託販売契約に基づき引取りを行った軽油について、帳簿を備え、

営業日ごとに仕入、販売、消費及び保管（在庫）数量を管理してください。 

  仕入数量等の管理については、「委託販売数量明細書」（【別紙３・４】参

照）などの委託販売に係る保有軽油の管理状況が分かる書類（任意様式）を作

成してください。 

② ２者以上の特約業者と委託販売契約を締結している場合等においては、「先

入れ先出し」の方法により仕入先ごとに区分して在庫数量を管理してください。 

③ ①及び②の区分により、３月中の販売数量及び３月末の保管（在庫）数量を

仕入先の各特約業者に速やかに報告してください。 

④ ③の報告に当たっては、「委託販売数量明細書」などの軽油の管理に関する

書類及び「在庫帳の写し」「ＰＯＳなどによる在庫記録（実在庫）」などの在

庫状況が分かる書類を添付してください。 

⑤ ４月１日以降において、特約業者に報告した保管（在庫）軽油（③により特

約業者に報告した軽油をいいます。）に係る販売量を各月ごとに翌月10日まで

に（令和８年４月末日前に完売した場合は、完売後速やかに）特約業者に報告

してください。 
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(2) 特約業者の事務（３月の仕入れに関する例） 

① 申告納入数量の算定 

３月実績（４月申告）分において特約業者が申告納入すべき数量は、自ら軽

油を販売した数量（委託販売契約以外の軽油の販売数量）と、委託販売契約に

基づく販売業者の委託販売数量（※）を加算した数量となります。 

※）委託販売数量 

３月中の納入数量から３月末の在庫数量（(1)③の報告を受けた保管（在

庫）数量）を除した数量をいいます。 

② 申告の際の添付書類 

特約業者は申告書（省令第16号の10様式）を提出する際に、販売業者から提

出を受けた「委託販売数量明細書」などの軽油の管理に関する書類、委託販売

契約に係る軽油の「在庫数量が分かる書類」（(1)④参照）及び「委託販売契

約書（写）」を添付してください。 

 

③ 軽油の受払い等の数量報告書（省令第16号の41様式関係） 

軽油の受払い等の報告書については、従前と同様の取扱いとしてください。 

例えば、３月中に委託販売契約に基づき軽油を15ＫＬ納入した場合で、３月

末の時点で販売業者が当該軽油の在庫を５ＫＬ所有（保管）していた場合は、

申告納入すべき数量は10ＫＬになりますが、軽油の受払い等の報告書における

「引渡数量」「納入を行った数量」については在庫数量を差し引くことなく、

納入数量（15ＫＬ）を記入してください。 

 

※ 申告書・報告書の記載方法については、別添【申告書・報告書の記載例】を参

照してください。 

 

３ 再委託販売契約に基づく委託販売軽油の取扱い 

次の図のように、特約業者Ｂと委託販売契約を締結している販売業者Ｃが、さら

に他の販売業者Ｄと委託販売契約（いわゆる「再委託販売契約」）を締結している

場合等においても、販売業者Ｄが保有する３月末の軽油の在庫について、令和８年

４月１日から本則税率（15円/ﾘｯﾄﾙ）を適用することができます。 
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 再委託販売契約のイメージ（点線は商流を、実線は物流を表します。） 

 

 

                       

                      

 

 

 

 ＊ 「再委託販売先」の販売業者Ｄの委託販売軽油が特約業者（又は元売業者）か 

ら直接納入された場合 

ただし、最終的な委託販売先（販売業者Ｄ）に軽油が納入される前に、特別徴収

義務者以外の者が軽油の物流に関与した場合は、再委託販売契約に基づく委託販売

軽油には該当しません。 

委託販売軽油とは認められないケース 

 

 

 

                       

                      

 

 

 

 ＊ 元売業者Ａから出荷された軽油が販売業者Ｃの貯蔵施設に納入された後、販売 

業者Ｄに納入された場合等は、今回の取扱いにおいては、委託販売軽油には該当 

しません。 

再委託販売軽油を扱っている特約業者は、次の書類を添付した上で、申告書を提

出してください。 

① 再委託販売軽油の全ての取引についての委託販売契約書（写） 

 ② 特約業者から再委託販売先の販売業者までの請求書（又は転売証明書等）など

商流上の流通経路が分かる書類 

③ 特約業者から再委託販売先の販売業者までの流通フロー図（任意様式【別紙

５】参照） 

元売 
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委託販売契約 
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④ 再委託先の販売業者の再委託販売軽油に係る委託販売数量明細書及び在庫帳

（写）などの実在庫に関する書類 

 

  再委託販売契約の場合の書類の流れ 

  

                       

                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他（当分の間税率の廃止に関する問合せ窓口） 

当分の間税率の廃止に関する問合せ窓口は次のとおりです。 

事務所名等 所在地 電話番号 

戸塚県税事務所間税課 横浜市戸塚区上倉田町449 045-881-3911(代) 

川崎県税事務所間税課 川崎市川崎区富士見1－1－2 044-233-7351(代) 

相模原県税事務所間税課 相模原市南区相模大野6-3-1 042-745-1111(代) 

横須賀県税事務所間税課 横須賀市日の出町2-9-19 046-823-0210(代) 

小田原県税事務所間税課 小田原市荻窪350-1 0465-32-8000(代) 

税務指導課課税グループ 横浜市中区日本大通１ 045-210-2324(直通) 

 

特約

業者 

Ａ 

販売

業者 

Ｂ 

委託販売契約 
販売

業者 

Ｃ 

県税事務所 

添付書類 

 

委託販売契約 

報告① 

・委託販売数量明細書 

・在庫帳(写)、請求書(写) 

・販売Ｂと販売Ｃとの間の 

委託販売契約書(写) 

報告② 

・販売業者Ｂから提出を受

けた書類(報告①の書類) 

 

申 告 納 入 



【別紙１】

３月19日 ３月13日

15ＫＬ販売 15ＫＬ販売

Ｃ販売業者

（神奈川県）

３月中の受払状況

　月初在庫　１０ＫＬ 受払は「先入れ先出し法」

　仕入数量　３０ＫＬ

　販売数量　３５ＫＬ

　在庫数量　　５ＫＬ

【特約業者の申告納入数量】

Ａ特約業者

（ガソリンスタンドでの販売分）

（納入数量１５ＫＬ－在庫数量５ＫＬ）

(６０ＫＬ－欠減量（1/100）)×32,100円

（ガソリンスタンドでの販売分）

（納入数量１５ＫＬ＋在庫５ＫＬが完売）

(７０ＫＬ－欠減量（1/100）)×15,000円

Ｂ特約業者

（委託販売に係る軽油を販売業者が３月中に完売した場合→通常の申告納入となる。）

（ガソリンスタンドでの販売分）

（納入数量１５ＫＬ－在庫数量０ＫＬ）

（５５ＫＬ－欠減量（1/100）)×32,100円

（ガソリンスタンドでの販売分）

（納入数量１５ＫＬ＋在庫数量０ＫＬ）

（５５ＫＬ－欠減量（1/100）)×15,000円

実績月 販売区分等 販売・申告数量等 摘　　　　　　　　　　要

申告納入に係る手続きについて

Ａ特約業者 Ｂ特約業者

（神奈川県） （東京都）

３
月
分

店頭販売分 ５０ＫＬ

Ｃ販売店分 １０ＫＬ

合　　　　計 ６０ＫＬ

納入税額 1,906,740円

４
月
分

店頭販売分 ５０ＫＬ

Ｃ販売店分 ２０ＫＬ

合　　　　計 ７０ＫＬ

納入税額 1,039,500円

実績月 販売区分等 販売・申告数量等 摘　　　　　　　　　　要

３
月
分

店頭販売分 ４０ＫＬ

Ｃ販売店分 １５ＫＬ

合　　　　計 ５５ＫＬ

納入税額 1,747,845円

４
月
分

店頭販売分 ４０ＫＬ

Ｃ販売店分 １５ＫＬ

合　　　　計 ５５ＫＬ

納入税額 816,750円

在庫数量報告
５ＫＬ

在庫数量報告
０ＫＬ委託販売契約 委託販売契約



【別紙２】

【フロー図（例）】

３月12日１０ＫＬ

３月27日１０ＫＬ ３月23日１０ＫＬ

Ｃ販売業者

（神奈川県）

Ｃ販売業者の軽油の受払い

Ｃ販売業者の報告（Ａ特約業者あて）

仕入数量

販売数量

在庫数量

Ａ特約業者の申告

４月申告分（３月実績）

Ｃ販売業者に対するＡ特約業者の請求

３月中の販売数量

軽油代金

消費税相当額 200,000円 200万円 × 10％ ５月申告分（４月実績）

　Ｃ販売業者の３月末現在の在
庫のうち、販売数量を４月実績
の販売数量に上乗せして申告。

（相当額） （在庫分） 150,000円 10ＫＬ ×　 15円

合　　計　　金　　額 2,671,000円

軽油引取税 （３月分） 321,000円 10ＫＬ × 32.1円

10,000ﾘｯﾄﾙ

20,000ﾘｯﾄﾙ 欠減量 100ﾘｯﾄﾙ

2,000,000円 20ＫＬ × 100円 納入税額 317,790円

③　 10,000ﾘｯﾄﾙ

納入数量

12,000 Ｄ販売在庫　2,000、Ａ特約在庫　10,000　

②　 10,000ﾘｯﾄﾙ

①　 20,000ﾘｯﾄﾙ

3月31日 2,000

3月26日 6,000 4,000 Ｄ販売在庫　4,000　

3月27日 10000(Ａ) 14,000 Ｄ販売在庫　4,000、Ａ特約在庫　10,000　

3月23日 10000(Ｄ) 14,000 Ａ特約在庫　4,000、Ｄ販売在庫　10,000　

3月25日 4,000 10,000 Ｄ販売在庫　10,000　

3月15日 4,000 9,000 Ａ特約在庫　9,000　

3月18日 5,000 4,000 Ａ特約在庫　4,000　

3月5日 7,000 3,000

3月12日 10000(Ａ) 13,000 ２月末在庫　3,000、Ａ特約在庫　10,000　

月　　日 仕入数量 販売数量 在庫数量 在　　庫　　状　　況

２月末在庫 10,000

（単位：リットル）

申告納入に係る手続きについて

Ａ特約業者 Ｄ販売業者

（神奈川県） （東京都）

在庫数量報告
５ＫＬ 委託販売契約



【別紙３】

氏名（法人の名称）

所   　在 　  地

営業所名称 仕入先名称
月初

実在庫数量（L）
仕入数量（L） 販売数量（L）

月末
実在庫数量（L）

備　考

※１）この管理簿は営業所ごとに記入すること。

　　　 なお、複数の営業所を運営する法人の場合は、複数の営業所分を１枚にまとめて報告することも可能。

※２）月初実在庫数量と月末実在庫数量の欄は実測による数量（実在庫）をそれぞれ記入すること。

　　　 仕入数量、販売数量の欄は当月分の総量を記入すること。

委　託　販　売　数　量　明　細　書　（例）
（仕入先が１社のみの場合）

令和８年　　月実績分



【別紙４】

氏名（法人の名称）

営 業 所 名 称

所   　在 　  地

日付 仕入先名称 仕入数量（L） 販売数量（L） 実在庫数量（L） 備　考

←月初実在庫

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ←月末実在庫

＜月末実在庫数量の仕入先別内訳＞
仕入先名称  仕入数量（Ｌ） 販売数量（Ｌ） 実在庫数量（Ｌ）  備考

←月初実在庫

←月末実在庫

合計

※１）この管理簿は営業所ごとに記入すること。

※２）仕入先名称、仕入数量、販売数量の欄は月中の取引を日ごとに記入すること。

　　　実在庫数量の欄も日ごとに記入し、月初と月末実在庫数量は実測による数量（実在庫）を記入すること。

※３）在庫の払出は先入先出方式により算出してください。＜月末実在庫数量の仕入先別内訳＞の各欄は、

　　　算出した月末実在庫となった数量の仕入先ごとに記入すること。

委　託　販　売　数　量　明　細　書　（例）

令和８年　　月実績分



【別紙５】

流通フロー図（例）

商　流

注１）点線は商流（委託販売）、実線は物流を示す。

注２）枠内には、元売業者、特約業者、販売業者の名称を記載する。

特約・販売

元売業者 特約 特約・販売

委託販売契約

委託販売契約



 
別添 

 
 

申告書（省令第16号の10様式） 
                         の記載例 

報告書（省令第16号の41様式及び別表） 

 

 

 

設定（Ａ特約業者の３月の仕入・販売等の状況について） 

 

  ① Ａ特約業者は本店給油所のみを有し、ガソリンスタンドでの店頭 

販売のほか、Ｃ販売業者に持ち届け販売を行っている。 

② ２月末の在庫数量 …  7,000リットル 

③ ３月中の仕入数量 … 70,000リットル 

               Ｄ元売業者から20,000リットル 

Ｅ元売業者から50,000リットル 

  ④ ３月中の販売数量 … 65,000リットル 

               店頭販売分 50,000リットル 

Ｃ販売業者への販売分 15,000リットル 

  ⑤ Ａ特約業者とＣ販売業者は委託販売契約を締結している。 

  ⑥ Ｃ販売業者は、３月末時点において、Ａ特約業者からの委託販売に 

係る軽油15,000リットルのうち、10,000リットル販売したものの、

5,000リットルは在庫として残っていた。 

 

 

 

 

 

 



申告書（省令第16号の10様式・抜粋）

３月実績（４月申告）分の例

３月実績分 委託契約以外の販売 委託契約販売分

月中における軽油の引き渡しに係る納入数量 60,000.000 50,000.000 10,000.000

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
数
量

法第144条の２の規定によって
除外される軽油の数量

法第144条の５第１号の規定によって
課税免除される軽油の数量

法第144条の５第２号の規定によって
課税免除される軽油の数量

免税証による軽油の納入数量

合衆国軍隊等への軽油の納入数量

小　　計

差　引　計 60,000.000

この申告によって納入すべき軽油引取税額 1,906,740

欠　減　量 600.000

　　　　　　　　　　　　 再差引計　　　　　　　 59,400.000

15ＫＬ納入
5ＫＬが在庫

（15ＫＬ－５ＫＬ）

店頭販売分等

税率は、32.1円/ﾘｯﾄﾙ



軽油の納入数量明細書（省令第16号の10様式別表・抜粋）

*　　　 *　　　
1 0 0 0 0

*　　　 . *　　　
5 0 0 0 0

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

*　　　 . *　　　

. *　　　
6 0 0 0 0

.
計

自動車の保有者 神　奈　川　県 Ａ特約業者本店ＳＳ

納　入　を　受　け　た　者 納　　入　　数　　量 引渡しに係る軽油の
納入を行った者納　　　　　入　　　　　地 うち課税対象とならない数量氏名又は名称 コ　　ー　　ド コ　　ー　　ド

Ｃ販売業者 神　奈　川　県
ﾘｯﾄﾙ

Ａ特約業者

１ 　枚のうち
令和 0 8 年 0 3 月分

１ 枚　目

現実の引渡し数量を記載
＊申告書の納入数量（第１６号の１０様
式別表）は、Ｃ販売業者店頭販売分１０Ｋ
Ｌを課税標準量として申告納入する。
よって、第１６号の１０様式別表の納入数
量と第１６号の４１様式別表５の引渡数
量は異なる。
数量の確認は、「委託販売数量明細書」
の販売数量と突合する。



前々月末在庫数量 .ﾘｯﾄﾙ .ﾘｯﾄﾙ

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

12 12

65

うち課税済みのもの

返還を行った数量

うち課税済みのもの

そ　　の　　他

うち課税済みのもの

合　　　　計

うち課税済みのもの

前 月 末 在 庫 数 量

70 70

うち課税済みのもの

払
　
　
出
　
　
し

引　渡　数　量 65 65

うち課税済みのもの

消　費　数　量

うち課税済みのもの

65

70 70

うち課税済みのもの

返還を受けた数量

うち課税済みのもの

そ　　の　　他

うち課税済みのもの

受
　
　
入
　
　
れ

製　造　数　量

うち課税済みのもの

輸 　入　 数　 量

引　取　数　量

うち課税済みのもの

合　　　　計

摘　　　　要 受払い等の数量 現実の受払い等の数量 備　　　　考

7 7

軽油の受払い等の報告書（省令第16号の41様式・抜粋）

令和 0 8 年 3 月分

Ａ特約業者の販売数量の合計
店頭販売分 50,000 ﾘｯﾄﾙ
Ｃ販売業者への販売分 15,000 ﾘｯﾄﾙ

申告書の納入数量は、
店頭販売分 50,000 ﾘｯﾄﾙ
Ｃ販売業者への販売分 10,000 ﾘｯﾄﾙ
（３月末時点の販売数量－在庫数量）
合 計 60,000 ﾘｯﾄﾙ

注 意



引取数量（受払い等の数量）

引渡しを行った者別・道府県別明細書（省令第16号の41様式別表１・抜粋）

0 0 0 .
.

0 0 0 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 0 0 .
.

70
計

Ｄ　元　売　業　者 東　京　都
20

Ｅ　元　売　業　者 神 奈 川 県
50

引渡しを行った者の氏名又は名称
引渡しを行った者の事務所 引　　渡　　数　　量

備　　　　　考
又は事業所所在の道府県名 うち課税済みのもの

１ 　枚のうち
令和 0 8 年 0 3 月分

１ 枚　目



引取数量（現実の受払い等の数量）

納入を行った者別・道府県別明細書（省令第16号の41様式別表２・抜粋）

0 0 0 .
.

0 0 0 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 0 0 .
.

70
計

Ｄ　元　売　業　者 東　京　都
20

Ｅ　元　売　業　者 神 奈 川 県
50

納入を行った者の氏名又は名称
納入を行った者の事務所 納入を受けた数量

備　　　　　考
又は事業所所在の道府県名 うち課税済みのもの

1 　枚のうち
令和 0 8 年 0 3 月分

1 枚　目



引渡数量（受払い等の数量）

引取りを行った者別・道府県別明細書（省令第16号の41様式別表５・抜粋）

0 0 0 .
.

0 0 0 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 0 0 .
.

65
計

自 動 車 の 保 有 者 神 奈 川 県
50

Ｃ　販　売　業　者 神 奈 川 県
15

引取りを行った者の氏名又は名称
引取りを行った者の事務所 引　　渡　　数　　量

備　　　　　考
又は事業所所在の道府県名 うち課税済みのもの

１ 　枚のうち
令和 0 8 年 0 3 月分

１ 枚　目

現実の引渡し数量を記載
＊申告書の納入数量は、Ｃ販売

業者の３月末の在庫分（５ＫＬ）
を差 し引いた１０ＫＬを課税標
準量として申告納入する。

注 意



引渡数量（現実の受払い等の数量）

納入を受けた者別・道府県別明細書（省令第16号の41様式別表６・抜粋）

0 0 0 .
.

0 0 0 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 0 0 .
.

65
計

自 動 車 の 保 有 者 神 奈 川 県
50

Ｃ　販　売　業　者 神 奈 川 県
15

納入を受けた者の氏名又は名称
納入を受けた者の事務所 納入を行った数量

備　　　　　考
又は事業所所在の道府県名 うち課税済みのもの

1 　枚のうち
令和 0 8 年 0 3 月分

1 枚　目

注 意

現実の納入数量を記載
＊申告書の納入数量は、Ｃ販売

業者の３月末の在庫分（５ＫＬ）
を差 し引いた１０ＫＬを課税標
準量として申告納入する。



在庫数量（現実の受払い等の数量）明細書（省令第16号の41別表10）

0 0 0 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 0 0 .
.

Ａ特約業者本店給油所 横浜市中区日本大通
12

計
12

事　　務　　所　　又　　は　　事　　業　　所 消　　　費　　　数　　　量
備　　　　　考

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地 うち課税済みのもの

1 　枚のうち
令和 0 8 年 0 3 月分

1 枚　目

特約業者の給油所等の在庫
数量を記載
委託販売先の販売業者の保
管（在庫）軽油は記入しない。

注 意


